
注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

【社会資本整備分野】

1 社会資本
整備

道路 骨格的な高速自動
車国道の計画・設
置・管理

骨格的な高速自動
車国道の計画・設
置・管理

骨格的な高速自動
車国道の設置・管
理

2 社会資本
整備

道路 一般国道（指定区間
外）の計画・設置・管
理

一般国道（指定区
間）の計画・設置・管
理※

一般国道の計画・設
置・管理（基幹的な
もの）

一般国道の計画・設
置・管理（右以外）

一般国道の計画・設
置・管理（地域完結）

3 社会資本
整備

道路 都道府県道の計画・
設置・管理※

都道府県道（広域）
の計画・設置・管理

都道府県道（地域完
結）の計画・設置・管
理

4 社会資本
整備

道路 市町村道の計画・設
置・管理

市町村道の計画・設
置・管理

5 社会資本
整備

河川 一級河川（指定区
間）の計画・管理

一級河川（指定区間
外）の計画・管理※

一級河川の計画・管
理（基幹的な水系で
２以上の広域自治
体にわたるもの）

一級河川の計画・管
理（原則）

6 社会資本
整備

河川 二級河川の計画・管
理※

二級河川（広域）の
計画・管理

二級河川（地域完
結）の計画・管理

7 社会資本
整備

河川 準用河川の計画・管
理

準用河川の計画・管
理

8 社会資本
整備

港湾 港湾の計画・設置・
管理（特定重要、重
要、地方）

港湾の計画・設置・
管理（重要、地方）

港湾の計画・設置・
管理（特定重要）

港湾の計画・設置・
管理（重要、地方）

9 社会資本
整備

空港 第一種空港の計画・
設置・管理

第一種空港の計画・
設置・管理

第一種空港の設
置・管理

10 社会資本
整備

空港 第二種空港の計画・
設置・管理（原則）

第二種空港の計画・
設置・管理（申請に
より）

第二種空港の計画・
設置・管理（申請に
より）

－ 第二種空港の計画・
設置・管理

－

11 社会資本
整備

空港 第三種空港の計画・
設置・管理

第三種空港の計画・
設置・管理

第三種空港の計画・
設置・管理

－

国・広域自治体・基礎自治体の役割分担イメージ資料

目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

広域自治体 市町村
分野

地　方
現　行

分類
国

都道府県 市町村
№

参考資料２

1Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

12 社会資本
整備

都市公園 都市公園の計画・設
置・管理（広域、国
家記念）

都市公園の計画・設
置・管理

都市公園の計画・設
置・管理

－ 都市公園の計画・設
置・管理（基幹的な
もの）

都市公園の計画・設
置・管理（原則）

13 社会資本
整備

治山・砂防 治山施設・砂防設備
（利害関係が一つの
都道府県の区域を
超えるもの等）の計
画・設置・管理

治山施設・砂防設備
の計画・設置・管理

－ 治山施設・砂防設備
の計画・設置・管理
（広域）

治山施設・砂防設備
の計画・設置・管理
（地域完結）

14 社会資本
整備

下水道 流域下水道の計画・
設置・管理

公共下水道の計画・
設置・管理

下水道の計画・設
置・管理

15 社会資本
整備

保安林 保安林の計画・指
定・管理（重要流域）

保安林の計画・指
定・管理（重要流域

－ 保安林の計画・指
定・管理（広域）

保安林の計画・指
定・管理（地域完結）

16 社会資本
整備

公営住宅 公営住宅の管理 公営住宅の管理 － 公営住宅の管理

17 社会資本
整備

都市計画 都市計画の決定に
係る大臣協議

市街化区域と市街
化調整区域の区分

－ 市街化区域と市街
化調整区域の区分
（大都市圏域）

市街化区域と市街
化調整区域の区分

18 社会資本
整備

都市計画 開発行為の許可○ 開発行為の許可

19 社会資本
整備

都市計画 市街地再開発に係
る組合の設立及び
個人施行の認可△

市街地再開発に係
る組合の設立及び
個人施行の認可

20 社会資本
整備

土地区画整
理

土地区画整理事業
の施行地区内にお
ける建築行為の許

土地区画整理事業
の施行地区内にお
ける建築行為の許

21 社会資本
整備

土地区画整
理

土地区画整理組合
等が施行する換地
計画の認可○

土地区画整理組合
等が施行する換地
計画の認可

22 社会資本
整備

建築 建築確認 建築確認（政令で指
定する人口二十五
万以上の市）

建築確認

23 社会資本
整備

土地改良 土地改良事業（大規
模なもの）

土地改良事業 土地改良事業 － 土地改良事業（広
域）

土地改良事業（地域
完結）

24 社会資本
整備

屋外広告物 屋外広告物の許
可、はり紙の除去△

屋外広告物の許
可、はり紙の除去

№ 分野 分類

現　行 目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

国
地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村

2Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

【産業・経済分野】

25 産業・経
済

中小企業 ・中心市街地の活性
化に関する方針の
策定
・中小小売商業高度
化事業計画の認定

・中心市街地の活性
化に関する計画の
作成
・中小小売商業高度
化事業構想の認定

中心市街地の活性
化に関する方針の
策定

・中心市街地の活
性化に関する方針
の策定
・中小小売商業高度
化事業計画の認定

・中心市街地の活性
化に関する計画の
作成
・中小小売商業高度
化事業構想の認定

26 産業・経
済

中小企業 認定中小小売商業
高度化事業者への
指導助言［経済産業

認定中小小売商業
高度化事業者への
指導助言

認定中小小売商業
高度化事業者への
指導助言

－ 認定中小小売商業
高度化事業者への
指導助言（広域）

認定中小小売商業
高度化事業者への
指導助言（地域完

27 産業・経
済

産業政策 伝統的工芸品産業
に関する振興計画
の認定（二以上の都
道府県の区域にわ
たるもの）、事業者

伝統的工芸品産業
に関する振興計画
の認定（都道府県の
区域にとどまるも
の）、事業者への指

伝統的工芸品産業
に関する振興計画
の認定（市町村の区
域にとどまるもの）、
事業者への指導

－ 伝統的工芸品産業
に関する振興計画
の認定（広域）、事
業者への指導

伝統的工芸品産業
に関する振興計画
の認定（地域完
結）、事業者への指
導

28 産業・経
済

産業政策 産業クラスター計画
の策定・実施

都道府県施策との
連携

市町村施策との連
携

－ 産業クラスター計画
の策定・実施

市町村施策との連
携

29 産業・経
済

産業政策 商店街整備計画の
認定△

商店街整備計画の
認定

30 産業・経
済

産業政策 商工会議所の設立
認可［経済産業局］

商工会の設立認
可、商工会議所、商
工会の指導監督△

－ 商工会議所、商工
会の設立認可・指導
監督

31 産業・経
済

産業政策 流通業務施設の整
備に関する基本方
針の策定△

流通業務施設の整
備に関する基本方
針の策定（広域的）

流通業務施設の整
備に関する基本方
針の策定（地域完

32 産業・経
済

観光振興 ホテル及び旅館の
登録

－ ホテル及び旅館の
登録

33 産業・経
済

観光振興 旅行業の登録 国内旅行のみ取扱
業者に係る登録

－ 旅行業の登録

34 産業・経
済

農林水産 農業協同組合（都道
府県の区域を超える
もの）の設立認可・
監督

農業協同組合の設
立認可・監督

－ 農業協同組合の設
立認可・監督（市町
村の区域を超える）

農業協同組合の設
立認可・監督（市町
村の区域を超えな
い）

目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

国
地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村
分野 分類

現　行

№

3Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

35 産業・経
済

農林水産 農地転用の許可（４
ha以上）

農地転用の許可（４
ha未満）

－ 農地転用の許可（広
域）

農地転用の許可（地
域完結）

36 産業・経
済

農林水産 農用地等の確保等
に関する基本指針
の策定

農業振興地域整備
基本方針の策定

農業振興地域整備
計画の策定

農用地等の確保等
に関する基本指針
の策定

農業振興地域整備
基本方針の策定

農業振興地域整備
計画の策定

37 産業・経
済

農林水産 農業振興地域の指
定

農業振興地域の指
定

38 産業・経
済

農林水産 農用地区域内にお
ける開発行為の許

農用地区域内にお
ける開発行為の許

39 産業・経
済

農林水産 指定漁業の許可（本
省）

漁業の免許 － ・指定漁業の許可
・漁業の免許

40 産業・経
済

エネルギー 電気事業の許可・監
督

電気事業の許可・監
督

電気事業の許可・
監督

41 産業・経
済

エネルギー 核燃料物質等の製
錬に関する規制・監

核燃料物質等の製
錬に関する規制・監

42 産業・経
済

エネルギー 高圧ガスの製造、販
売・貯蔵の許可※

－ 高圧ガスの製造、販
売・貯蔵の許可

43 産業・経
済

公正取引 証券市場の監視 証券市場の監視（準
則、証券取引監視
委員会の事務等）

証券市場の監視
（地方財務局の事
務等）

44 産業・経
済

公正取引 独占禁止法に関す
る調査・命令

独占禁止法に関す
る調査・命令（準則、
公正取引委員会の
事務等）

独占禁止法に関す
る調査・命令（地方
事務所の事務等）

45 産業・経
済

公正取引 私的独占行為の差
止め、営業の一部
譲渡

私的独占行為の差
止め、営業の一部
譲渡（準則、証券取
引監視委員会の事
務等）

私的独占行為の差
止め、営業の一部
譲渡（地方事務所
の事務等）

地　方
国

地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村
№ 分野 分類

現　行 目指すべき役割分担のイメージ

国

4Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

46 産業・経
済

公正取引 都道府県が行う不
当景品類等の防止
に関する事務に対
する助言・勧告

・違反事業者に対す
る指示
・事業者に対する報
告書の徴収及び立
入検査

広域自治体が行う
不当景品類の防止
に関する事務に対
する助言・勧告

・違反事業者に対す
る指示
・事業者に対する報
告書の徴収及び立
入検査
（市町村の区域を超
えるもの）

・違反事業者に対す
る指示
・事業者に対する報
告書の徴収及び立
入検査
（市町村の区域に関
するもの）

47 産業・経
済

金融・市場 金融機関の検査・監
督

金融機関の検査・監
督（広域金融機関）

金融機関の検査・
監督（地域金融機
関）

【交通・通信分野】

48 交通・通
信

交通 国家規模のネット
ワークに係る鉄道事
業の許可・監督

国家規模のネット
ワークに係る鉄道事
業の許可・監督

49 交通・通
信

交通 旅客自動車運送事
業の許可・監督

－ 旅客自動車運送事
業の許可・監督

50 交通・通
信

交通 一般乗合旅客自動
車運送事業の運賃
及び料金の上限の

－ 一般乗合旅客自動
車運送事業の運賃
及び料金の上限の

51 交通・通
信

交通 貨物自動車運送事
業許可

－ 貨物自動車運送事
業許可

52 交通・通
信

交通 旅客定期航路事業
の許可

－ 旅客定期航路事業
の許可

53 交通・通
信

交通 内航海運業者の登
録・監督

－ 内航海運業の登録・
監督

54 交通・通
信

交通 自動車の新規登録 － 自動車の新規登録

目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

国
地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村
分野 分類

現　行

広域自治体 市町村
分野 分類

現　行 目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

国
地　方

都道府県 市町村

№

№

5Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

55 交通・通
信

交通 ・航空交通管制区の
告示指定
・航空機の登録
・航空運送事業の許
可

・航空交通管制区の
告示指定
・航空機の登録
・航空運送事業の許
可

56 交通・通
信

放送・通信 一般放送事業者に
対する認可・監督

一般放送事業者に
対する計画・設置・
許可・認可・監督

一般放送事業者に
対する管理・監督

57 交通・通
信

放送・通信 有線テレビジョン放
送業者に対する許
可等（ＣＡＴＶ）

有線テレビジョン放
送業者に対する許
可等（ＣＡＴＶ）

有線テレビジョン放
送業者に対する許
可等（ＣＡＴＶ）

58 交通・通
信

放送・通信 電気通信事業の登
録

電気通信事業の登
録

59 交通・通
信

放送・通信 ・無線局開設の免許
付与、審査
・無線従事者に対す
る免許の付与

・無線局開設（企画）
・無線従事者に対す
る免許（企画）

・無線局開設の免
許付与、審査
・無線従事者に対す
る免許の付与

目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

国
地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村
分野 分類

現　行

№

6Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

【雇用・労働分野】

60 雇用・労
働

労働 労働基準の監督 労働基準の設定 労働基準の監督

61 雇用・労
働

労働 労使紛争の斡旋、
調停及び仲裁（２以
上の都道府県にわ
たり、又は全国的に
重要な問題に係る

労使紛争の斡旋、
調停及び仲裁

－ 労使紛争の斡旋、
調停及び仲裁

62 雇用・労
働

雇用 無料職業紹介 無料職業紹介（行政
施策実施のため）

無料職業紹介（行政
施策実施のため）

－ 無料職業紹介 無料職業紹介

63 雇用・労
働

雇用 職業能力開発短期
大学校、職業能力
開発大学校、職業
能力開発促進セン
ター、障害者職業能
力開発校の設置

職業能力開発校の
設置、職業能力開
発短期大学校等の
設置（任意）

職業能力開発校の
設置（任意）

職業能力開発大学
校等の設置（基幹的
なもの）

職業能力開発短期
大学校等の設置（原
則）

職業能力開発校の
設置（任意）

国
地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村
分野 分類

現　行

国
地　方

目指すべき役割分担のイメージ

№

7Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

【福祉・健康分野】

64 福祉・健
康

生活保護 生活保護（実施）、
保護施設の設置

生活保護（実施、市
及び福祉事務所設
置町村に限る。）、
保護施設の設置

－ 生活保護（実施）、
保護施設の設置

65 福祉・健
康

老人福祉 要介護認定、介護
給付等の基準決定

介護事業者の指定 介護保険の実施 要介護認定、介護
給付等の基準決定

介護事業者の指定 介護事業者の指定
介護保険の実施

66 福祉・健
康

老人福祉 介護老人保健施設
の開設許可△

介護老人保健施設
の開設許可

67 福祉・健
康

老人福祉 養護老人ホーム及
び特別養護老人
ホームの設置認可、

養護老人ホーム及
び特別養護老人
ホームの設置認可、

68 福祉・健
康

障害者福祉 障害者福祉に関す
る市町村の連絡調

障害者福祉サービ
スの実施

障害者福祉に関す
る市町村の連絡調

障害者福祉サービ
スの実施

69 福祉・健
康

障害者福祉 障害者更正国立施
設の設置

身体障害者更正相
談所の設置※

障害者更正国立施
設の設置（基幹的な
もの）

障害者更正国立施
設の設置（広域的な
もの）

身体障害者更正相
談所の設置

70 福祉・健
康

障害者福祉 身体障害者手帳の
交付△

身体障害者手帳の
交付

71 福祉・健
康

児童福祉 児童相談、児童福
祉施設等の入所※

児童相談、保育所
の運営

－ 児童相談、保育所
の運営

72 福祉・健
康

児童福祉 児童福祉施設の設
置・管理

児童相談所の設置・
管理※、児童福祉
施設の設置・管理

児童福祉施設の設
置・管理

児童福祉施設の設
置・管理（基幹的な
もの）

児童福祉施設の設
置・管理（広域的な
もの）

児童福祉施設の設
置・管理

73 福祉・健
康

児童福祉 特定児童福祉施設
（助産施設・保育所
等）の設置認可△

特定児童福祉施設
（助産施設・保育所
等）の設置認可

74 福祉・健
康

母子福祉 母子相談員の委嘱
△

母子相談員の委嘱

75 福祉・健
康

母子福祉 母子・寡婦福祉資金
の貸付△

母子・寡婦福祉資金
の貸付

76 福祉・健
康

母子福祉 未熟児の訪問指導
△

未熟児の訪問指導

地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村
分類

現　行

国
地　方

分野

目指すべき役割分担のイメージ

国
№

8Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

77 福祉・健
康

健康保険 健康保険 国保の実施、老人
保険の実施

健康保険（企画） 政管保険（実施） 国保の実施、老人
保険の実施

78 福祉・健
康

年金 年金 年金（申請の受理等
一部事務を実施）

年金（企画） 年金（社会保険事
務所の事務等）

年金（申請の受理等
一部事務を実施）

79 福祉・健
康

公立病院 独立行政法人国立
病院機構の運営

公立病院の運営 公立病院の運営 独立行政法人国立
病院機構の運営

公立病院の運営（高
度医療・広域）

公立病院の運営

80 福祉・健
康

医療法人 広域医療法人の設
立許可

医療法人の設立許
可

広域医療法人の設
立許可

広域医療法人・医
療法人（市町村の区
域を超える）の設立
許可

医療法人（市町村の
区域を超えない）の
設立許可

81 福祉・健
康

病院 病院の開設、変更
等の許可

病院（市町村の区域
を超える）の開設、
変更等の許可

病院（市町村の区域
を超えない）の開
設、変更等の許可

82 福祉・健
康

医薬品 製造販売業の許可・
監督

製造販売業の許可・
監督

製造販売業の許
可・監督

83 福祉・健
康

医薬品 販売業の許可・監督 販売業の許可・監督
（保健所設置市の

－ 販売業の許可・監督

84 福祉・健
康

医薬品 薬局開設の許可・監
督

薬局開設の許可・監
督

薬局開設の許可・
監督

85 福祉・健
康

麻薬 麻薬等薬物取締 麻薬等薬物取締 － 麻薬等薬物取締

86 福祉・健
康

感染症 緊急時の都道府県
知事に対する新感
染症に係る受診の

新感染症にかかっ
ていると疑われる者
に対する受診の勧

緊急時の都道府県
知事に対する新感
染症に係る受診の

新感染症にかかっ
ていると疑われる者
に対する受診の勧

87 福祉・健
康

難病 難病対策施策（研究
開発等）

難病対策△ 難病対策施策（研究
開発等）

難病対策 難病対策

88 福祉・健
康

生活衛生 墓地、火葬場の経
営許可△

埋葬、火葬の許可 墓地、火葬場の経
営許可、埋葬、火葬
の許可

89 福祉・健
康

水道事業認
可

水道事業の認可 水道事業の認可（一
定給水量以下）

－ 水道事業の認可（広
域）

水道事業の認可（地
域完結）

90 福祉・健
康

水道事業 水道事業の実施（広
域）

水道事業の実施（原
則）

水道事業の実施（広
域）

水道事業の実施（地
域完結）

91 福祉・健
康

民生委員 民生委員の定数の
決定、推薦△

民生委員の任命

92 福祉・健
康

民生委員 民生委員協議会の
区域の設定△

民生委員協議会の
区域の設定

№
国

地　方
広域自治体

現　行 目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

市町村
分野 分類

都道府県 市町村

9Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

【教育・文化・科学技術分野】

93 教育・文
化・科学
技術

大学 大学の設置認可・監
督

大学の設置認可・
監督

94 教育・文
化・科学
技術

大学 国立大学法人の運
営

公立大学法人の運
営

公立大学法人の運
営

大学の運営（基幹的
なもの）

大学の運営 大学の運営

95 教育・文
化・科学
技術

高等学校 私立高等学校、市
町村立高等学校の
設置認可

私立高等学校、市
町村立高等学校の
設置認可

96 教育・文
化・科学
技術

高等学校 公立高等学校の設
置・管理

公立高等学校の設
置・管理

公立高等学校の設
置・管理（補完）

公立高等学校の設
置・管理（原則）

97 教育・文
化・科学
技術

義務教育 学級編制、教職員
定数の標準の決定

学級編制、教職員
定数の決定、教職
員の任免・給与の決
定※

公立小中学校の設
置・管理

学級編制、教職員
定数の標準の決定

学級編制、教職員
定数の標準の決定

学級編制、教職員
定数の決定、公立
小中学校の設置・管
理、教職員の任免・
給与の決定

98 教育・文
化・科学
技術

教科用図書 小・中学校の教科用
図書の採択地区の
設定

－ 小・中学校の教科用
図書の採択地区の
設定

99 教育・文
化・科学
技術

学校法人 私立大学、私立高
等専門学校を設立
する法人の認可・監
督

私立大学、私立高
等専門学校以外を
設立する法人の認
可・監督

私立大学、私立高
等専門学校を設立
する法人の認可・監
督

学校法人の認可・
監督

100 教育・文
化・科学
技術

科学技術 宇宙・海洋開発、先
端的な科学技術開
発

宇宙・海洋開発、先
端的な科学技術開
発

101 教育・文
化・科学
技術

文化 国宝・重要文化財の
指定、管理に関する
指示

重要文化財等以外
の指定

重要文化財等以外
の指定

国宝・重要文化財の
指定、管理に関する
指示

重要文化財等以外
の指定、管理に関
する指示

重要文化財等以外
の指定、管理に関
する指示

102 教育・文
化・科学
技術

文化 劇場、音楽堂、美術
館、博物館、図書館
等の設置・管理

劇場、音楽堂、美術
館、博物館、図書館
等の設置・管理

劇場、音楽堂、美術
館、博物館、図書館
等の設置・管理

劇場、音楽堂、美術
館、博物館、図書館
等の設置・管理（基
幹的なもの）

劇場、音楽堂、美術
館、博物館、図書館
等の設置・管理（広
域的なもの）

劇場、音楽堂、美術
館、博物館、図書館
等の設置・管理

広域自治体 市町村

現　行 目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

国
地　方

都道府県 市町村
№ 分野 分類

10Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

【環境分野】

103 環境 地球温暖化
対策

オゾン層破壊物質
の製造許可、指導

－ オゾン層破壊物質
の製造許可、指導

104 環境 地球温暖化
対策

・フロン類の排出抑
制に関する指針策
定
・フロン類破壊業者
の許可、指導監督

第一種フロン類回収
業者の登録、指導
監督

フロン類の排出抑制
に関する指針策定

・フロン類破壊業者
の許可、指導監督
・第一種フロン類回
収業者の登録、指
導監督

105 環境 大気汚染防
止

大気汚染防止に関
する規制基準の設

上乗せ規制基準の
設定

－ 大気汚染防止に関
する規制基準の設

上乗せ規制基準の
設定

106 環境 大気汚染防
止

健康被害を生じる大
気汚染の防止措置
の指示

規制の実施 健康被害を生じる大
気汚染の防止措置
の指示

規制の実施

107 環境 水質汚濁防
止

・規制基準の設定
・総量削減基本方針
の策定

上乗せ規制基準の
設定

総量削減基本方針
の策定

規制基準の設定 上乗せ規制基準の
設定

108 環境 水質汚濁防
止

都道府県に対する
勧告、緊急時におけ
る指示

規制の実施 広域自治体に対す
る勧告、緊急時にお
ける指示

規制の実施

109 環境 水質汚濁防
止

生活排水対策重点
地域の指定△

生活排水対策推進
計画の策定、指導

－ 生活排水対策の実
施

110 環境 一般廃棄物
対策

基本方針の策定 都道府県廃棄物処
理計画の策定

一般廃棄物処理計
画の策定

基本方針の策定 広域自治体廃棄物
処理計画の策定

一般廃棄物処理計
画の策定

111 環境 一般廃棄物
対策

・処理基準等の設定
・廃棄物処理施設整
備計画の策定

一般廃棄物処理施
設の許可、指導監
督

・一般廃棄物の処理
・一般廃棄物処理業
の許可、指導監督
・一般廃棄物処理施
設の許可、指導監
督（保健所設置市）

・処理基準等の設定
・廃棄物処理施設整
備計画の策定

一般廃棄物処理施
設の許可、指導監
督（広域）

・一般廃棄物の処理
・一般廃棄物処理施
設の許可、指導監
督（原則）

112 環境 産業廃棄物
対策

基本方針の策定 都道府県廃棄物処
理計画の策定

基本方針の策定 広域自治体廃棄物
処理計画の策定

国
地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村
№ 分野 分類

現　行 目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

11Ｐ ※：指定都市へ移譲されている事務　　△：中核市まで移譲されている事務　　○：特例市まで移譲されている事務



注意）地方制度調査会資料をベースに行った調査に対する回答を踏まえ、広域自治体や市町村ができる限り多く役割を担うべきという観点に基づき、議論の参考とするため事務局において作成したものである。

113 環境 産業廃棄物
対策

・処理基準、処理施
設の技術上の基準
等の設定
・廃棄物処理施設整
備計画の策定
・国外廃棄物の輸入
等に関する関与

・産業廃棄物処理業
の許可、指導監督
・産業廃棄物処理施
設の許可、指導監
督

産業廃棄物処理施
設の許可、指導監
督（保健所設置市）

・処理基準、処理施
設の技術上の基準
等の設定
・廃棄物処理施設整
備計画の策定
・国外廃棄物の輸入
等に関する関与

・産業廃棄物処理業
の許可、指導監督
・産業廃棄物処理施
設の許可、指導監
督

産業廃棄物処理施
設の許可、指導監
督（保健所設置市）

114 環境 環境影響評
価制度

環境影響評価制度
における事業者等
への意見提出

環境影響評価制度
における事業者等
への意見提出

115 環境 浄化槽 構造、技術上の基
準の設定

設置等の届出受
理、指導監督

設置等の届出受理､
指導監督（保健所設
置市）

構造、技術上の基
準の設定

－ 設置等の届出受
理、指導監督

116 環境 国立公園 ・指定、公園計画決
定、公園事業決定・
執行
・特別地域等の指
定、行為制限等

環境大臣の同意に
よる公園事業の一部
執行

環境大臣の同意に
よる公園事業の一部
執行

・指定、公園計画決
定、公園事業決定
（企画）
・特別地域等の指定
（企画）

・公園事業執行
・特別地域等におけ
る行為制限等

・公園事業執行
・特別地域等におけ
る行為制限等

117 環境 国定公園 指定、公園計画決
定

・公園事業決定・執
行
・特別地域等の指
定、行為制限等

都道府県知事の同
意による公園事業の
一部執行

指定、公園計画決
定

・公園事業決定・執
行
・特別地域等の指
定、行為制限等

都道府県知事の同
意による公園事業の
一部執行
・特別地域等におけ
る行為制限等

118 環境 野生生物の
保護・管理

希少野生動植物の
保護、捕獲の許可

希少野生動植物の
保護、捕獲の基準

希少野生動植物の
保護、捕獲の許可

119 環境 野生生物の
保護・管理

・基本方針の策定
・国際的、全国的見
地からの鳥獣保護
区等の設定

・鳥獣保護事業計
画、特定鳥獣保護
管理計画の策定
・地域の鳥獣保護の
見地からの鳥獣保
護区等の設定

・基本方針の策定
・国際的、全国的見
地からの鳥獣保護
区等の設定

・鳥獣保護事業計
画、特定鳥獣保護
管理計画の策定（広
域）
・地域の鳥獣保護の
見地からの鳥獣保

・鳥獣保護事業計
画、特定鳥獣保護
管理計画の策定
・地域の鳥獣保護の
見地からの鳥獣保
護区等の設定

120 環境 野生生物の
保護・管理

特に保護繁殖を図
る必要のある鳥獣の
捕獲許可、指導監

・鳥獣の捕獲許可、
指導監督
・狩猟免許

－ 特に保護繁殖を図
る必要のある鳥獣の
捕獲許可、指導監

・鳥獣の捕獲許可、
指導監督
・狩猟免許

目指すべき役割分担のイメージ

国
地　方

国
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【治安・安全・防災分野】

121 治安・安
全・防災

犯罪捜査 都道府県警察間の
捜査の調整、サイ
バー犯罪に関する
技術指導

都道府県の区域に
おける犯罪捜査、被
疑者逮捕

広域自治体警察内
の広域捜査の調整

広域自治体の区域
における犯罪捜査、
被疑者逮捕

122 治安・安
全・防災

風俗営業の
許可

風俗営業の許可に
関する都道府県公
安委員会からの報
告の受理及び他の
公安委員会への通

風俗営業の許可・監
督

－ 風俗営業の許可・監
督

123 治安・安
全・防災

風俗営業の
許可

風俗営業者の団体
（２以上の都道府県
にわたるもの）の成
立の届出の受理

風俗営業者の団体
（都道府県の区域に
とどまるもの）の成立
の届出の受理

－ 風俗営業者の団体
の成立の届出の受
理

124 治安・安
全・防災

運転免許 自動車運転免許の
付与・取消等に関す
る各都道府県公安
委員会からの報告
の受理及び他の公
安委員会への通知

自動車運転免許試
験の実施・当該免許
の付与等、安全運
転管理者等に対す
る講習

－ 自動車運転免許試
験の実施・当該免許
の付与等、安全運
転管理者等に対す
る講習

125 治安・安
全・防災

大規模災害 大規模災害等にお
ける都道府県知事
への応援要請

市町村間の調整・支
援、大規模災害等
における市町村長
への応援要請

火災の鎮圧、救急
業務・救助活動の実
施

大規模災害等にお
ける広域自治体知
事への応援要請

市町村間の調整・支
援、大規模災害等
における市町村長
への応援要請

火災の鎮圧、救急
業務・救助活動の実
施

126 治安・安
全・防災

大規模災害 自衛隊の災害派遣
要請

自衛隊の災害派遣
要請

自衛隊の災害派遣
要請

127 治安・安
全・防災

予防・危険物
規制

緊急時の総務大臣
による都道府県知事
等に対する指示

消防設備士・危険物
取扱者の試験・講習
の実施、危険物施
設の設置の許可等

消防用設備等の届
出の受理・予防査察
の実施

緊急時の総務大臣
による広域自治体知
事等に対する指示

消防設備士・危険物
取扱者の試験・講習
の実施、危険物施
設の設置の許可等

消防用設備等の届
出の受理・予防査察
の実施

128 治安・安
全・防災

予防・危険物
規制

危険物施設の設置
の許可（２以上の都
道府県にわたるも

危険物施設の設置
の許可（都道府県の
区域にとどまるもの）

危険物施設の設置
の許可（市町村の区
域にとどまるもの）

－ 危険物施設の設置
の許可

危険物施設の設置
の許可（市町村の区
域にとどまるもの）

国
地　方

国
地　方

都道府県 市町村 広域自治体 市町村
分野 分類

現　行 目指すべき役割分担のイメージ
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129 治安・安
全・防災

防災 防災基本計画の作
成

都道府県地域防災
計画の作成

市町村地域防災計
画の作成

防災基本計画の作
成

広域自治体地域防
災計画の作成

市町村地域防災計
画の作成

130 治安・安
全・防災

防災 国と地方公共団体
の間の災害対策の
総合調整

市町村等の災害対
策の支援・総合調整

地震・風水害等の災
害の予防・警戒・防
除等、住民に対する
避難勧告

国と地方公共団体
の間の災害対策の
総合調整

市町村等の災害対
策の支援・総合調整

地震・風水害等の災
害の予防・警戒・防
除等、住民に対する
避難勧告

131 治安・安
全・防災

武力攻撃事
態等における
国民保護措
置

＜避難＞
警報の発令
避難措置の指示

警報の市町村への
通知
避難の指示

警報の住民等への
伝達
避難指示の住民等
への伝達、避難誘

＜避難＞
警報の発令
避難措置の指示

警報の市町村への
通知
避難の指示

警報の住民等への
伝達
避難指示の住民等
への伝達、避難誘

132 治安・安
全・防災

武力攻撃事
態等における
国民保護措
置

＜救援＞
都道府県に対する
救援の指示

救援の実施
市町村に対する救
援の指示

救援の実施
救援への協力

＜救援＞
広域自治体に対す
る救援の指示

救援の実施
市町村に対する救
援の指示

救援の実施
救援への協力

【国家の基本となる分野】

133 基本 防衛 防衛施設の取得・運
用

防衛施設の取得・運
用

134 基本 司法 刑務所等の矯正施
設の管理・運営

刑務所等の矯正施
設の管理・運営

135 基本 出入国管理 出入国管理 出入国管理（準則） 出入国管理（取締）

136 基本 出入国管理 難民の認定 難民の認定

目指すべき役割分担のイメージ
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